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１ 【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】

平成24年１月31日付で提出いたしました意見表明報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、
これを訂正するため、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）第27条の10第８項におい
て準用する同法第27条の８第１項に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものであります。

２ 【訂正事項】

３　【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】
（３）　買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正

性を担保するための措置
①　公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

３ 【訂正前の内容及び訂正後の内容】

訂正箇所には下線を付しております。
 
３　【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】
（３）　買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正

性を担保するための措置
①　公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

（訂正前）
公開買付者は、本買付価格を決定するに際して参考にするため、公開買付者及び当社から独立した第三者算定
機関としてのファイナンシャル・アドバイザーである三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（以下
「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」といいます。）に対し、当社の株式価値評価分析を依頼したとのこと
です（なお、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券は、公開買付者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに
関して重要な利害関係を有しないとのことです。）。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券は、市場株価分析、類似会社比較分析及びディスカウンテッド・キャッ
シュ・フロー分析（以下「ＤＣＦ分析」といいます。）の各手法を用いて当社の株式価値評価分析を行い、公開
買付者は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から平成24年１月30日に株式価値算定書を取得したとのことで
す（なお、公開買付者は、本買付価格の公正性に関する評価（フェアネス・オピニオン）を取得したとのことで
す。）。上記各手法において分析された当社の普通株式１株当たりの価値の範囲はそれぞれ以下のとおりとのこ
とです。
＜後略＞

 
（訂正後）

公開買付者は、本買付価格を決定するに際して参考にするため、公開買付者及び当社から独立した第三者算定
機関としてのファイナンシャル・アドバイザーである三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（以下
「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」といいます。）に対し、当社の株式価値評価分析を依頼したとのこと
です（なお、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券は、公開買付者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに
関して重要な利害関係を有しないとのことです。）。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券は、市場株価分析、類似会社比較分析及びディスカウンテッド・キャッ
シュ・フロー分析（以下「ＤＣＦ分析」といいます。）の各手法を用いて当社の株式価値評価分析を行い、公開
買付者は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から平成24年１月30日に株式価値算定書を取得したとのことで
す（なお、公開買付者は、本買付価格の公正性に関する評価（フェアネス・オピニオン）を取得していないとの
ことです。）。上記各手法において分析された当社の普通株式１株当たりの価値の範囲はそれぞれ以下のとおり
とのことです。
＜後略＞
 

以　上
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